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　平成２８年４月１日に「農業委員会等に関する法律」が改正され、農業委員会は、農地法等の業務以外に農地利用
の最適化という新たな業務が法定業務となりました。
　また、改正に伴い、農業委員の定数（現在３７人）は半数程度に削減されますが、新たに、地域における農地
利用の最適化を推進する農地利用最適化推進委員を設置します。
　主に合議体としての意思決定を行う農業委員と、地域での活動を主とする農地利用最適化推進委員が連携し、
農地等の利用の最適化を推進するものです。

農業委員会制度が変更されました

農業委員会事務局　☎６５-０７１７／ ６３-４６０１
問い合わせ

�変更のポイント
①「農地利用の最適化の推進」業務強化
　担い手への農地等の集積・集約化、遊休農地の発
生防止・解消、新規参入の促進等に関する業務を積極
的に取り組みます。

②農業委員の選任方法等の変更
　公選制を廃止し、市長が議会の同意を得て任命し
ます。
※ 任命にあたってはあらかじめ、地域の農業者や農業

団体へ推薦を求め、公募を行います。

※ 構成は、過半数を認定農業者とし、農業者以外で中
立的な立場の方を含めます。また女性や青年ついて
も積極的に登用します。

③農地利用最適化推進委員の選任方法
　あらかじめ定めた担当地域ごとに推薦や公募を行い、
農業委員会が委嘱します。

�新体制への移行期日
　次期委員の任期が始まる、平成２９年７月２０日からです。
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実
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収
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す
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収
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図
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。
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な
る
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透
明
性
向
上
の
た
め
に

包括外部
監査を
実施

●補助内容
　市内在住の中学生を対象とした保険加入に対し
て、保護者からの申請に基づき、今年度加入された保
険費用の一部または全部を補助金として交付します。
●補助金額　一世帯に対し年額１，０００円
　※但し、保険料が１，０００円未満の場合はその金額
●申請書類
　１．申請書
　◦市内各中学校を通じて配布
　◦市ホームページからでもダウンロードできます。
　２．加入保険証書の写し（保険支払金額のわかるもの）
■受付場所
　市立各中学校または学校教育課（甲南庁舎）

■申請受付期間
　平成２９年３月３１日（金）まで（土・日曜、祝日を除く）
　制度の詳細は、下記へお問い合わせください。
　市ホームページでもご覧いただけます。

中学生の自転車損害賠償保険等の加入費用を補助
　県では、「滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が平成２８年２月２６日に施行され、自転
車利用者に対して、「自転車損害賠償保険等」への加入が１０月１日から義務化されます。
　市では、通学や部活動など、自転車の利用頻度の高い中学生に対して、保険等の加入費用を補助します。

学校教育課　☎８６-８０１９／ ８６-８３８０
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格

　
市
内
に
在
住
ま
た
は
在
勤
で
、満
20
歳
以

上（
平
成
28
年
4
月
1
日
現
在
）の
方

▪
委
員
の
職
務　
都
市
計
画
審
議
会
条
例

第
2
条
の
規
定
に
基
づ
く
調
査
審
議

▪
委
員
の
任
期

　
平
成
28
年
12
月
1
日
か
ら
平
成
30
年
11

月
30
日
ま
で
の
2
年
間（
予
定
）

▪
募
集
要
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お
よ
び
応
募
方
法

　

募
集
要
項
は
、都
市
計
画
課
に
備
え
付

け
る
ほ
か
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て

い
ま
す
。

　

応
募
は
、規
定
の
申
請
様
式
に
必
要
事

項
等
を
記
入
の
う
え
、郵
送
、Ｆ
Ａ
Ｘ
、メ
ー

ル
、持
参
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
左
記
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

▪
応
募
期
間　
10
月
3
日（
月
）～
17
日（
月
）

◆
告
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10
月
９
日（
日
）

・
立
候
補
者
数
が
定
数
を
超
え
な
い
場
合

は
、無
投
票
と
な
り
ま
す
。

◆
投
票
日　
10
月
16
日（
日
）

●
今
回
の
選
挙
の
留
意
点

▼ 

次
の
投
票
区
は
投
票
所
が
変
更
に
な
り
ま
す
。

・
第
２
投
票
区　
春
日
集
会
所

・
第
15
投
票
区　
貴
生
川
小
学
校 

多
目
的
室

・ 

第
17
投
票
区　
杣
中
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
杣
の
郷

・
第
53
投
票
区　
甲
賀
も
ち
ふ
る
里
館

▼ 

水
口
地
域
の
期
日
前
投
票
所
は
、水
口
社

会
福
祉
セ
ン
タ
ー 

福
祉
ホ
ー
ル
で
す
。

▼ 

投
票
日
当
日（
10
月
16
日
）ま
で
に
転
出

さ
れ
た
方
は
投
票
で
き
ま
せ
ん
。

▼ 

不
在
者
投
票
を
検
討
さ
れ
て
い
る
方
は
、

お
早
め
に
請
求
を
お
願
い
し
ま
す
。10
月

７
日
か
ら
必
要
書
類
を
発
送
し
ま
す
。

　
詳
し
く
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記
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で
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く

だ
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い
。
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計
画
審
議
会
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集

10
月
16
日（
日
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、甲
賀
市
長
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・
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賀
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議
会
議
員
補
欠
選
挙
の
投
票
日
で
す

　
都
市
計
画
法
に
基
づ
き
市
が
計
画
す
る
ま
ち
づ
く
り
対
す
る
調
査・審
議
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
市
民
の
皆
さ
ん
が
市
の
代
表
を
選
ぶ
大
切
な
選
挙
で
す
。
棄
権
す
る
こ
と
な
く
貴
重
な

一
票
を
活
か
し
ま
し
ょ
う
。
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